
 

令和 5 年 4 月分の施設利用予約について 

 

令和 5 年度施設利用調整会議に伴い、4 月分屋内施設の予約開始期間を 

変更いたします。詳しくは以下の通りとなります。 

 

【屋内施設】※利用日の 2 カ月前より予約可能 

令和 5 年 4 月 1 日～30 日 ご予約分 → 令和 5 年 2 月 1 日より予約可能 

【屋外施設】 

※従来通り利用日の 1 カ月前より予約可能です。 

 

ご利用の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。 

 

坂戸市民総合運動公園指定管理者 さかどスポーツパートナーズ 


